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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

全日本空輸株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ‐５００型ＪＡ８７８２は，昭和４９年６ 

月２１日，１００２便（郵便運搬便）として２１時４５分に大阪国際空港ＮО．３３スポットから 

ランプアウトし，タクシーラインに向って進行の途中，左主翼端がＮО．３２スポットに駐機し 

ていたＪＡ８７３４（全日本空輸株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ‐２００型）の右補助 

翼の後縁に接触した。

ＪＡ８７８２に搭乗していたのは機長および副操縦士の２名で,いずれも異常なく，火災も発 

生しなかった。

１．２　事故調査の概要

昭和４９年６月２２日　事実調査実施

９月５日　原因関係者からの意見聴取



２．認定した事実

２．１　飛行の経過

大阪国際空港のNО．３３スポットに駐機していたＹＳ‐１１Ａ‐５００型ＪＡ８７８２は，１００２ 

便として東京国際空港に向う予定であった。

地上の整備士は，同機のエンジン始動に際し同機の正面７メートルから８メートルの距離に 

位置していたが，エンジン始動後電源車が同機から離され，車輪止めが外されたのを確認した 

後，コックピットからみて左横主翼端から約２メートル離れた位置に移動した。２１時４５分， 

機長は，同機が動きはじめるまではエンジン回転速度１１，０００ｒｐｍ程度の出力とし，その後は 

出力を減じるように操作してランプアウトした。

当時は，降雨状態であり，ランプはぬれて所々に水たまりがあるため機長はスリツプに注意 

し，同機が動きはじめてからゆるやかにステアリングハンドルを操作し，機外左側の整備士を 

ながめ次いで右方向へ旋回の途中で副操縦士の”ライトサイドクリヤー”のコールによりその 

方向を見たのち，再度左側の整備士を見た。その後も旋回を続けながら，その方向をながめた 

らタクシーライトの光茫の中にＹＳ‐１１型が照らし出され非常に近くに見えた。

そのＹＳ‐１１型は，タクシーラインの向う側（西側）に駐機していることはたしかである 

と判断したが，タクシーラインが視認できずタクシーラインに向って直行すればＹＳ‐１１型 

に接近しすぎると考えた。

また，隣接のＮО．３２スポットへの黄色の誘導標識の直線部が視認できたので，これとの関 

係位置から同機を直進させてもよいと判断し，継続中の右旋回を止め直進させようと操作した 

とき，にぶい音とともに左主翼端の前縁がＮО．３２スポットに駐機してあったＪＡ８７３４の右 

補助翼後縁に接触し，同機は左に向きを変えて停止した。

機長は，その位置でエンジンを停止した。

搭乗者の機長および副操縦士には異常なく，火災も発生しなかった。

２．２　航空機の損壊の状況

ＪＡ８７８２左主翼前縁翼端に長さ１，１００ミリメートル，巾２３０ミリメートルの損傷。（小破）

ＪＡ８７３４（駐機中），右補助翼外端より内側えＮО．２ヒンジ部まで破損，右主翼，後縁側 

外端より内側へ約９００ミリメートル破損，右翼端カバー破損。（中破）



２．３　乗組員に関する情報

機長　３１才

定期運送用操縦士技能証明書　第１６６１号

第１種航空身体検査証明書　第１１８１０８５２号

有効期間　昭和４９年５月１６日から

昭和４９年１１月１５日まで

総飛行時間　４，１７９時間４５分

副操縦士　２３才

事業用操縦士技能証明書　第４２２６号

第１種航空身体検査証明書　第１１１３３７６５号

有効期間　昭和４８年８月１０日から

昭和４９年８月９日まで

総飛行時間　５２６時間００分

２．４　航空機に関する情報

ＪＡ８７８２

航空機の型式　日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ‐５００型

製造番号　２１６７

製造年月日　昭和４６年５月１８日

耐空証明書番号　第大‐４７‐１５４号

発行年月日　昭和４７年９月１９日

有効期間　連続式

総使用時間　５，８２７時間０８分

ＪＡ８７３４（ＮО．３２スポットに駐機していた機体）

航空機の型式　日本航空機製造式ＹＳ‐１１Ａ‐２００型

製造番号　２１０３

製造年月日　昭和４４年３月２０日

耐空証明書番号　第大‐４４‐３５１号

発行年月日　昭和４５年４月２日

有効期間　連続式

総使用時間　１１，９５７時間４０分



２．５　気象に関する情報

事故発生当時の気象は，風向１８０度，風速２ノット，視程７，０００メートル，雨，２／８層雲 

５００フィート，５／８積雲９００フィート，８／８乱層雲４，０００フィート，温度２３度Ⅽ，ＱＮＨ 

２９．５３インチであった。

３．事実を認定した理由

３．１　解析

事故発生当時の大阪空港の気象は，雨で視程は７，０００メートルであった。

ＪＡ８７８２の駐機位置（ＮО．３３スポット）は，ＪＡ８７３４の駐機位置（ＮО．３２スポット） 

の後方でタクシーラインの東側であり，いずれも正しい位置に駐機していたが，両機の間隔は， 

前車輪停止標示位置を基点とした場合約５０メートルであった。

スポットライトは前車輪停止標示位置から約３８メートル東側にあり，スポットに沿って約 

５０メートルの間隔で設置されていた。

スポットの明るさについては当時の状況を再現することは困難であるが，雨のためタクシー 

ラインの西側に駐機してある３機のＹＳ‐１１型とタクシーラインとの距離は約３４メートル 

であったが，機長の口述によれば，当該機がランプアウトのための右旋回を開始した際，コッ 

クピットからはこのタクシーラインは視認できず，また，旋回中にタクシーライトの光芒の中 

にＹＳ‐１１型（前記３機のうちの南側の１機）が照らし出され，非常に近くに見え，タクシ 

ーラインに直角に進行すればそのＹＳ‐１１型に近づきすぎると判断した。

また，隣接のＮО．３２スポットへの誘導標識（黄色線）の直線部分との関係位置から判断し 

て継続中の右旋回を止め直進させたと述べているが，これは地上の車輪痕跡からタクシーライ 

ンに対しては約４５度の角度で進行したこととなり，隣接のスポットＮО．３２のＪＡ８７３４と 

の横の間隔はなくなることゝなる。

隣接のＮО．３２スポットのＪＡ８７３４は航空灯を点灯していたが，右主翼端にある前部航空灯 

は，右針後方のＪＡ８７８２から視認することは困難と考えられ，従ってＪＡ８７３４との間隔を 

明確に把握しがたかったものと推定される。

機長が，当時は降雨の状態ではあったが，ワイパーを使用することによりコックピットから 

前方はよく見え，側方窓のガラスには雨滴が付着していたが地上の整備士はよく視認できたと 

述べていることから，同機がランプアウトする際に，地上からの誘導により移動したとすれば



この接触は避けられたものと考えられる。しかしながら今回の場合ＪＡ８７８２が移動開始する

と整備士は業務が終了したこととなり先にいた場所にはいなかった。

ＪＡ８７８２のステアリングおよびブレーキの機能には異常はなかった。

４．結論

(1)　航空機乗組員の資格および健康状態については異常は認められない。

(2)　ＪＡ８７８２およびＪＡ８７３４はいずれも正しい位置に駐機していた。

(3)　ＪＡ８７８２のステアリングおよびブレーキの機能には異常がなかった。

原因

本事故は，ＪＡ８７８２がランプアウトする際，タクシーラインに対して通常の経路(約９０

度)で進行すべきところを約４５度の角度で進行したことにより接触したものと認められる。


